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　（仮称）子ども条例の制定及び（仮称）第３期こまえ子ど
も・若者応援プランの改定スケジュール（予定）

【修正】

令和６年度第１回
狛江市子ども・若者・子育て会議
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月～

市民参加

会議

①他市の条例紹介
と条例に組み込む
べきおおまかな構
成や要素の検討

②条例に組み込む
べきおおまかな構
成や要素の検討

③骨子案の検討 ④骨子案の決定
⑥ワークショップ
の結果報告と素案
の検討

⑦素案の検討

⑧素案の修正

⑨素案の決定、パ
ブリックコメント
実施

⑩素案の再修正 ⑪最終報告

他市の条例の構成、
内容等を確認し、狛
江市の条例制定のイ
メージをつかむ。
また、子どもの意見
聴取に向け、具体的
に組み込むべき要素
などを検討する。

第１回に引き続き、
具体的にどのような
要素を条例に組み込
むべきか検討する。
また第１回、２回で
検討した内容を元に
条例のおおまかな構
成を検討する。

第２回の会議で検討
した条例の構成と第
２回会議後に聴取し
た子どもの意見を踏
まえ、事務局から骨
子案を提示。
提示した骨子案に対
しての意見交換、追
加修正等を行う。

第３回の内容を踏ま
え、修正した骨子案
を提示。それに対し
て意見交換を行い、
骨子案の決定を行
う。決定した骨子案
はワークショップに
取り上げ、再検討す
る。

ワークショップを受
けて素案の検討を行
う。

⑦ワークショップの
結果及び第６回会議
を踏まえ、事務局か
ら素案を提示。それ
に対し意見交換、追
加修正等を行う。第
７回会議後には再度
意見聴取を行う。

⑧第７回会議後に聴
取した意見を踏ま
え、修正の素案を提
示、引き続き意見交
換を行う。

パブリックコメント
前に素案を決定す
る。

パブリックコメント
を受けて、素案の再
修正を行う。

最終報告を行う。

①狛江市の現状把
握と改定のための
コンセプトについ
ての意見出し。

②理念及び目標等
の提示

③理念及び目標等
の決定と、重点施
策となる主要課題
の提示

④主要課題の個別
提示と論点の整理

⑤主要課題の個別
提示と論点の整理

⑥主要課題の個別
提示と論点の整理
ワークショップの
結果報告

⑦素案の検討

⑧素案の修正

⑨素案の決定、パ
ブリックコメント
実施

⑩素案の再修正 ⑪最終報告

計画の理念・目標等
を考えるためのキー
ワードとするための
意見交換をする。

事務局から提示した
理念及び目標等につ
いて意見交換を行
い、改定の方向性に
ついて合意形成を図
る。

理念及び目標等の決
定を行い、事務局か
ら提示した主要課題
について意見交換を
行い、合意形成を図
る。

課題についての意見
交換と方向性の検討
を行う。

課題についての意見
交換と方向性の検討
を行う。

課題についての意見
交換と方向性の検討
を行う。

⑦素案を提示。提示
した素案に対しての
意見交換、追加修正
等を行う。

⑧⑦に続き意見交換

パブリックコメント
前に素案を決定す
る。

パブリックコメント
を受けて、素案の再
修正を行う。

最終報告を行う。
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・理念の共有化の
促進

・具体的な施策の
検討

素案

ワークショップ

子ども議会

パブコメ

ワークショップ等報告
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の手法に

ついて

（メリット）

・子どもから直接生の声を聴くことが可能

（デメリット）

・コミュニケーションの欠如、思っていること、

本音を聴きだすことは非常に困難

（メリット）

・子どもたちの思っていること、本音を聴きやすい

（デメリット）

・支援者による一定のフィルターがかかることは避け

られない

アウトリーチしていく

（特に子ども）

アウト

リーチ先

について

子ども

大人
支援

者

主なステークホルダー

市・委

員

≪想定アウトリーチ先≫

（公共施設）

・児童館　　　　　　 ・教育支援センター

・ふらっとなんぶ　など

（地域活動団体）

・地域の居場所　　・学習の場

・ひろば、遊び場　・家族会

・障がい児支援事業所　など

今後の主な論点


